
大規模小売店舗立地法（以下「法」という。）第５条第１項，第６条第１項及び第６条

第２項の規定に基づき届出を受け，法第５条第３項の規定に基づき公告し，縦覧に供して

いる届出について，平成３１年４月３０日等における公の施設の供用等に関する条例の規

定により本市の休日とみなされる以下の期間は縦覧期間から除きます。 

 

  平成３１年４月２６日 

京都市長 門 川 大 作   

 

縦覧期間から除く期間 

 平成３１年４月３０日（火）から同年５月２日（木）まで 

（産業観光局商工部商業振興課） 


